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資格管理について

《ポイント》

・資格管理は各個人にて行う

・更新には研修の受講が必須

である

・専門員証の期間が切れて

しまうとケアマネとして

従事できなくなる

１ページ



資格管理について（実務研修受講者向け）
２ページ

5月中旬予定①（修了者全員）

②（ケアマネ従事者）



資格管理について（更新・再研修受講者向け）
２ページ

修了：3月上旬

４ページに
更新についての
フローが記載
されています



《注意》
各種研修は１年に１回です。

期限を過ぎての申込はできません。

３ページ



１１ページ

研修修了後の手続きについて
１５ページ

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

この箇所以外は押印が不要になりました。



７ページ

更新手続き（実務未経験者）
１４ページ

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

《注意！》
★介護支援専門員証のコピーはA４サイズで！
★岡山県収入証紙はピッタリの額で！
（収入印紙ではありませんので注意）
★受付は有効期限満了日の60日前から！
※交付スケジュールについては別紙にて



交付スケジュール（更新研修修了者）
別紙



８ページ

更新手続き（再研修修了者）
１３ページ

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

《注意！》
★岡山県収入証紙はピッタリの額で！
（収入印紙ではありませんので注意）
※交付スケジュールについては別紙にて



交付スケジュール（再研修修了者）
別紙



よくある質問

•氏名や住所が変更になった場合は、次の更新時にその旨を申請

すれば良いですか？

→いいえ、変更となった時点でP12変更届出書＋必要書面の

提出が必要です。

•更新前の研修申込が間に合わず、専門員証の有効期限満了日を

越えてしまった場合、ケアマネ試験から受け直しますか？

→いいえ、登録自体は残るので、再研修を修了すれば再度

専門員証の発行は可能です。（有効期限満了日が過ぎて

以降のケアマネとしての従事はできません）


